
議   第  ３３５  号   

平成３０年１２月１１日提出   

 

調停の成立について 

 

本市が熊本簡易裁判所に対して申し立てた債務不存在確認請求調停申立事件につい

て、次のとおり調停を成立させる。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

１ 相手方  

熊本市北区在住の者 

２ 事件名 

  平成３０年（交）第１０号 債務不存在確認請求調停申立事件 

３ 主な申立内容 

  平成２７年１２月１６日発生の公用車による交通事故について、市が相手方に対

して負う損害賠償債務の額は、既払金を除く金９９０，０８０円を超えては存在し

ないことを確認する。 

４ 調停条項 

(1) 市は、相手方に対し、本件解決金として既払金を除くほか金２００万円の支払

義務があることを認める。 

(2) 市は、相手方に対し、前号の金員を、平成３１年１月３１日限り、相手方指定

の銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、市の負担とす

る。 

(3) 市は、相手方に対し、市の職員の過失によって本件事故が発生し、相手方に損

害を与えたことについて、改めて謝罪の意思を表明する。 

(4) 市と相手方は、本件に関し、市と相手方との間には本調停条項に定めるものの

ほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

 (5) 調停費用は、各自の負担とする。 
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（提出理由） 

  本市が熊本簡易裁判所に対して申し立てた債務不存在確認請求調停申立事件につ

いて、調停を成立させるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１２号の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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